
１） （年２回）  ５、３月

２） （年4回）

３） （年４回・四半期毎実施）

４）  随時

５）  随時 ・ 社協事務所内

６）

７）

１）  ７月 ～ ９月

２）  １件　5,000円

３）

①

②

１）  週３回 ～ 月・水・金

２）  週５回　 （浜田旅館業務委託）

・

非課税世帯　１食　300円

課税世帯　　 １食　700円

※ 社協負担（非課税世帯）～ １食 400円

　・全道市町村社協会長・事務局長研究協議会

　・法人役員研修

　･管内市町村長・社協会長地域福祉懇談会

　・北海道社会福祉大会

【事業の推進計画】

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

監査の実施

三役会議の開催

福祉なんでも相談所の開設

（主なもの）

各種大会、研究協議会等への参加

備　　　　　　　考

　【地域福祉拠点】

 Ⅰ． 法人運営事業

　 １． 会務の運営

評議員会の開催

理事会の開催  ５、９、１2、３月

　・社協会長・事務局長会議

　・地域支え合い活動推進セミナー

　・地域に理解され支持される社協づくり研修

　・社協役職員会議・研修会等への参加

高齢者就労センター運営管理

　 ２． その他

社協会員増強及び会費増口の推進月間

住民弔慰供花料の贈呈

関係機関、福祉施設、福祉団体との連絡調整

民生委員児童委員活動との連携

利用料 ～

福祉団体への活動支援

 Ⅱ． 地域福祉活動事業

電話サービス事業の実施　《安否確認》

食の自立支援事業の実施

給食サービス事業



３）  指定業者から購入　（４店舗）

商品の半額

　 ４）

・木曜日 ～ 保健センター

・木曜日

５）

・  週３回 ～ 月・水・金

・

移送先（距離）により決定

６） 生活支援体制整備事業の実施

７） 認知症カフェ事業の実施  毎月１回 （第2水曜日）

　　～コミュニティプラザぷらっと

８） 子どもカフェ事業の協力

９）

①  ７月３日（金）　（タウンホール）

②  ７月　（駅前多目的広場）

１０）

①

 １２月

②

 

③

④

その他福祉推進事業

りくべつ鉄道まつり事業協力

利用料 ～

老人クラブ活動助長

　・池北３町老連交流大会の実施

　・生き生き元気発表会の後援

各種スポーツ大会への参加支援

障がい者福祉の支援

　・交通遺児世帯への見舞金贈呈

 －３－

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容 備　　　　　　　考

介護用品給付事業の実施

　・介護度１～５

　　　　　　⇒　１ヶ月チケット５枚まで利用可

助成額 ～

介護予防事業の実施

ふれあいマージャンサロンの開催

地域福祉活動推進事業の実施

第２１回ふれあいビールまつりの開催

移送サービス事業の実施

介護保険法での「要介護者」若しくは「要支援者」

で、一般の交通機関を利用するのが困難な方

人工透析患者の通院 ～ 足寄町国保病院

～ 高齢者交流センター

児童福祉の推進

　・学童・生徒のボランティア活動普及事業

　・十勝東北部ブロック研修会

　・老連軽スポーツ交流大会の支援

　・社協会長杯ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ大会の実施ほか

① ふまねっと運動の推進

②

㈲ 久 保 呉 服 店
㈲ 国 安 商 店
㈲ た か は ぎ 寝 装
ﾌｧｰﾏﾗｲｽﾞ㈱ 陸 別 薬 局



１）  毎月１回 （第３水曜日）

・

２） 10月3日（土）

３）  年 間
 （15自治会実施）

４）

① 調査、情報収集の推進

② 社協だより 『ふれあいネットワークりくべつ』 の発行  年３回発行　

５）  

・

６） 12月 （60歳以上の町民対象）

７）  冬期間 （12月～3月）

・

１回　200円

８）  12月

９） 地域住民交流事業の実施  毎月１回 （第４木曜日）

・ ふれあいサロン「ひだまり」の開催

１０）  10月 ～ 12月

１）

２）

３）

４）

５）

６）

７）

育児ママ応援事業の実施

満２歳以下の乳幼児の子育てを行う保護者を

子育て支援の実施

生き生き元気昼食会の実施

小地域ネットワーク活動普及の推進

ボランティア活動のＰＲ

歳末たすけあい義援金の配分

（全戸配布）　

各種大会・研修会等への参加

（高齢者就労センターへ業務委託）

 Ⅲ． 共同募金配分金事業

ボランティアの相談・あっせん・育成

積雪10㎝以上で出動

除雪サービス事業の実施

調査広報活動事業

～ 高齢者交流センター

利用料 ～

赤い羽根共同募金、歳末たすけあい募金運動の推進

 Ⅳ． ボランティアセンター事業

応援する。　<月額８００円支給>

『ふれあい広場』 事業の開催

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

とかちﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾌﾟﾗｻﾞ推進委員会事業への協力

 －４－

備　　　　　　　考

ボランティアグループ活動の助長並びに後援

ボランティア活動実践登録者の推進

ふれあい昼食交流会の実施

町内10回 、町外 2回
共 栄 第 １
共 栄 第 ２
若 葉 町
東1条1区
東1条2区
大 通
栄 町
緑 町
元 町
新 町 １ 区
新 町 ２ 区
下 陸 別

関 ・ 殖 産
上 ・ 北 斗満

小 利 別



１）

①

② 成年後見制度の普及、啓発

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

２）

①

②

３）

①

②

③

１）

① 生活福祉資金貸付事業の推進

② 特別生活資金（冬期生活資金）貸付事業の推進  11 ～ ３月

２）

①  50,000円限度

１）

・ 訪問介護事業

・ 予防訪問介護事業

２）

３）

４） 苦情処理業務の苦情窓口の設置

　【在宅福祉拠点】

事例検討会議の開催（地域ケア会議との連携）

成年後見申立等の調整、対応、支援

 －５－

生活応急資金貸付事業

法人後見事業

日常生活自立支援事業　（道社協受託事業）

関係機関との連携、調整（法人後見ＮＰＯとの連携）

福祉サービス利用援助

市民後見人フォローアップ研修の開催

 Ⅴ． 権利擁護事業

法人後見受任業務

後見支援員登録、活動

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

成年後見実施機関業務　（陸別町受託事業）

訪問入浴介護事業の運営

日常的金銭管理、書類等預かりサービス

 生活福祉資金貸付事業　（道社協受託事業）

障害者等居宅介護事業の運営

 Ⅵ． 資金貸付事業

支援員の登録・指導・助言・現任研修等

訪問介護事業の運営

生活応急資金の貸付

市民後見人養成

福祉総合相談窓口（福祉なんでも相談）

市民後見人活動支援

受任等調整会議の開催

備　　　　　　　考



 －６－


